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      提 案 理 由 

 

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部改正に伴い、長期優良住宅建築等計画認

定申請手数料の額の改定等をしたいので、この案を提出するものである。 
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   入間市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 入間市手数料条例（昭和４２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 別表４８の項事務の種類の欄中「第３項」を「第５項」に改め、同項金額の欄中「１戸に

つき、次の各号に定める額（１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とす

る。」を削り、同欄第１号を削り、同欄第２号中「住宅品質確保法第６条第１項に規定する

設計住宅性能評価書（長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条第１項第１号に掲げる

基準に適合しているものに限る。次項において同じ。）」を「住宅の品質確保の促進等に関す

る法律（平成１１年法律第８１号。次項において「住宅品質確保法」という。）第６条の２第

３項の確認書若しくは同条第４項の住宅性能評価書（いずれも長期優良住宅の普及の促進に

関する法律第６条第１項第１号に掲げる基準に適合しているものに限る。次項において同

じ。）又はこれら」に、「ア 一戸建ての住宅 ２３，０００円」を 

「ア 一戸建ての住宅        

   新築の場合 ８，０００円      に、 

    増築又は改築の場合 １３，０００円」 

「イ 共同住宅等 ７２，０００円を申請戸数で除して得た額」を 

「イ 共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。次号にお 

いて同じ。） 

  新築の場合 １７，０００円      

  増築又は改築の場合 ２５，０００円                                           」 

に改め、同号を同欄第１号とし、同欄第３号中「前二号」を「前号」に改め、「を申請戸数で

除して得た額」を削り、同号を同欄第２号とし、同欄第４号中「前三号」を「前二号」に改

め、「申請戸数で除して得た額を」を削り、同号を同欄第３号とし、同表４９の項金額の欄中

「１戸につき、次の各号に定める額（１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた

額）とする。」を削り、同欄第１号を削り、同欄第２号中「住宅品質確保法第６条第１項に規

定する設計住宅性能評価書」を「住宅品質確保法第６条の２第３項の確認書若しくは同条第

４項の住宅性能評価書又はこれら」に、「第２号」を「第１号」に改め、同号を同欄第１号と

し、同欄第３号中「前二号」を「前号」に、「第３号」を「第２号」に改め、同号を同欄第２

号とし、同欄第４号中「前三号」を「前二号」に改め、「申請戸数で除して得た額を」を削り、
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同号を同欄第３号とし、同表５０の項事務の種類の欄中「第９条第１項」の次に「及び第３

項」を加え、同項金額の欄中「１戸につき、」を削り、同表５１の項金額の欄中「１戸につき、」

を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年２月２０日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の入間市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後にされる申請に係る手数

料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

３ 前項の規定にかかわらず、改正前の入間市手数料条例別表４８の項及び４９の項の規定

（長期優良住宅建築等計画が住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良

住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第４８号）による

改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第６条第１

項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類（住宅の品質確保の促進等に関する法

律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関が作成した

ものに限る。）が提出された場合の申請に係る部分に限る。）については、当分の間、なお

その効力を有する。この場合において、改正前の入間市手数料条例別表４８の項中「１戸

につき、次の各号に定める額（１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）」

とあるのは「次の各号に定める額」と、「１３，０００円を申請戸数で除して得た額」とあ

るのは「１３，０００円」と、「２１，０００円を申請戸数で除して得た額」とあるのは 

「２１，０００円」と、「申請戸数で除して得た額を加算した額」とあるのは「加算した額」

と、同表４９の項中「１戸につき、次の各号に定める額（１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額）」とあるのは「次の各号に定める額」と、「申請戸数で除して得

た額を加算した額」とあるのは「加算した額」とする。 


